
 
④「OK」をクリック。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤「OK」をクリック。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥見直し完了。「算定日」に日付が入り、「算定区分」に「団体算定」と入る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
見直し方２ 「団体算定」を用いて、見直しをする場合（環境衛生施設等） 

  「実態に応じた再調達価額」を設定する場合は、「団体算定」を選択した上で、金額を入力します。 
①「算定区分」の「団体算定」を選択する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②「共済基準額」の入力欄に、設定したい金額を入力し、「計算」をクリック。 
 ※「実損」の有無、加入率の変更も行えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③「共済責任額」「実損」「分担金」欄が埋まります。 「物件更新」をクリック。 

 
 
  

選択

クリック

入力

クリック忘れに注意！
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④「OK」をクリック。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤「OK」をクリック。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥見直し完了。「算定日」に日付が入り、「算定区分」に「団体算定」と入る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
見直し方２ 「団体算定」を用いて、見直しをする場合（環境衛生施設等） 

  「実態に応じた再調達価額」を設定する場合は、「団体算定」を選択した上で、金額を入力します。 
①「算定区分」の「団体算定」を選択する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②「共済基準額」の入力欄に、設定したい金額を入力し、「計算」をクリック。 
 ※「実損」の有無、加入率の変更も行えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③「共済責任額」「実損」「分担金」欄が埋まります。 「物件更新」をクリック。 

 
 
  

クリック

クリック

　「算定日」と「現

在選択中の算定区

分」が入る。
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④見直し完了。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〈メモ〉 

 
見直し方３ 「非継続」を選択する場合 
次年度の継続を行わないものについては、「非継続」を選択してください。これにより、次継続

時に継続データが作成されなくなります。 
①「算定区分」の「非継続」を選択し、「物件更新」をクリック。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②「OK」をクリック。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③「OK」をクリック。 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

クリック

クリック

クリック

選択
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④見直し完了。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〈メモ〉 

 
見直し方３ 「非継続」を選択する場合 
次年度の継続を行わないものについては、「非継続」を選択してください。これにより、次継続

時に継続データが作成されなくなります。 
①「算定区分」の「非継続」を選択し、「物件更新」をクリック。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②「OK」をクリック。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③「OK」をクリック。 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

　「算定日」と「現

在選択中の算定区

分」が入る。
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見直し方１ 「団体算定」を用いて、見直しをする場合 
①「算定区分」の「団体算定」を選択し、「明細」をクリック。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②明細の見直し画面に遷移しますので、次のいずれかの方法で、明細を見直して下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

明細の見直し方は４通り。 
ⅰ）現契約のまま。（既に見直し済みのため、見直し不要の物件。） 
ⅱ）見直し基準額を手入力する。 
ⅲ）消費税率だけを見直す。 
ⅳ）非継続にする。 

〈メモ〉 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

収容品・工作物 
算定連絡データの見方について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅰ）算定連絡データは物件単位で表示しています。 
ⅱ）左側に物件情報を表示しています。右側上段には現契約、下段には共済基準額見直しのため

の２つの選択肢を用意しています。 
 ※収容品・工作物は、建物と異なり、標準的㎡単価の設定がありませんので、本会算定はあり

ません。 
ⅲ）２つの選択肢のうちの一つを選択し、最後に「更新」欄の「物件更新」ボタンをクリックし

て、更新完了となります。 
 ※更新を解除したい場合は、「更新解除」ボタンをクリックして下さい。 
ⅳ）共済基準額見直しのための２つの選択肢について 
 ①団体算定…団体独自で共済基準額を設定するための選択肢です。 
       「明細」を見直した後、「計算」をクリックすると、物件単位の共済責任額等が

自動入力されます。 
②非 継 続…次年度の契約を行わない物件のための選択肢です。「非継続」にすると、次継続

データが作成されません。 
 

〈メモ〉 
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見直し方１ 「団体算定」を用いて、見直しをする場合 
①「算定区分」の「団体算定」を選択し、「明細」をクリック。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②明細の見直し画面に遷移しますので、次のいずれかの方法で、明細を見直して下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

明細の見直し方は４通り。 
ⅰ）現契約のまま。（既に見直し済みのため、見直し不要の物件。） 
ⅱ）見直し基準額を手入力する。 
ⅲ）消費税率だけを見直す。 
ⅳ）非継続にする。 

〈メモ〉 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

収容品・工作物 
算定連絡データの見方について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅰ）算定連絡データは物件単位で表示しています。 
ⅱ）左側に物件情報を表示しています。右側上段には現契約、下段には共済基準額見直しのため

の２つの選択肢を用意しています。 
 ※収容品・工作物は、建物と異なり、標準的㎡単価の設定がありませんので、本会算定はあり

ません。 
ⅲ）２つの選択肢のうちの一つを選択し、最後に「更新」欄の「物件更新」ボタンをクリックし

て、更新完了となります。 
 ※更新を解除したい場合は、「更新解除」ボタンをクリックして下さい。 
ⅳ）共済基準額見直しのための２つの選択肢について 
 ①団体算定…団体独自で共済基準額を設定するための選択肢です。 
       「明細」を見直した後、「計算」をクリックすると、物件単位の共済責任額等が

自動入力されます。 
②非 継 続…次年度の契約を行わない物件のための選択肢です。「非継続」にすると、次継続

データが作成されません。 
 

〈メモ〉 

クリック

選択
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  ⅲ）消費税率だけを見直す場合 
   消費税 10％に対応した見直しをする場合は、「現契約÷1.08×1.10」を選択して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
  ※「現契約÷1.08×1.10」ボタンを使用すると、全選択できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

〈メモ〉 

 
  ⅰ）現契約のまま（既に見直し済みのため、見直し不要の物件） 
   ｱ）既に見直し済みの物件で、現契約と同額のままの共済基準額を設定する場合は、「同額」

をクリックして下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
   ｲ）「手入力」欄が選択され、「共済基準額」欄に現契約と同額の値が入力されます。 

 
 
 
 
 

 
ⅱ）見直し基準額を手入力する場合 
ｱ）見直し基準額を手入力する場合は、各明細の「手入力」を選択して下さい。 

 
 
 
 
 
 

 
   ｲ）金額を手入力する。 

 
 
 
 
 

 
 

  〈メモ〉 

クリック

選択

手入力
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  ⅲ）消費税率だけを見直す場合 
   消費税 10％に対応した見直しをする場合は、「現契約÷1.08×1.10」を選択して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
  ※「現契約÷1.08×1.10」ボタンを使用すると、全選択できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

〈メモ〉 

 
  ⅰ）現契約のまま（既に見直し済みのため、見直し不要の物件） 
   ｱ）既に見直し済みの物件で、現契約と同額のままの共済基準額を設定する場合は、「同額」

をクリックして下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
   ｲ）「手入力」欄が選択され、「共済基準額」欄に現契約と同額の値が入力されます。 

 
 
 
 
 

 
ⅱ）見直し基準額を手入力する場合 
ｱ）見直し基準額を手入力する場合は、各明細の「手入力」を選択して下さい。 

 
 
 
 
 
 

 
   ｲ）金額を手入力する。 

 
 
 
 
 

 
 

  〈メモ〉 

クリック

選択

選択すると、自動計算されます。

全物件を一度に選択したい場合

は、このボタンをクリック

全物件が消費税 10％に対応し

た共済基準額になります。
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⑤「OK」をクリックすると、元の画面に戻り、「更新が完了しました。」というメッセージがで

ますので、「OK」をクリックして下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥見た目には、あまり変化がありませんが、「明細」が入力された状態となっていますので、「計

算」をクリックして下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

〈メモ〉 

 
ⅳ）非継続にする場合 

   「非継続」を選択。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

③全明細の見直しが終わりましたら、画面一番下の「更新」ボタンをクリックして下さい。 
 

 
 
 
 
 

④「OK」をクリック。 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

〈メモ〉 

選択

クリック

クリック
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⑤「OK」をクリックすると、元の画面に戻り、「更新が完了しました。」というメッセージがで

ますので、「OK」をクリックして下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥見た目には、あまり変化がありませんが、「明細」が入力された状態となっていますので、「計

算」をクリックして下さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

〈メモ〉 

 
ⅳ）非継続にする場合 

   「非継続」を選択。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

③全明細の見直しが終わりましたら、画面一番下の「更新」ボタンをクリックして下さい。 
 

 
 
 
 
 

④「OK」をクリック。 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

〈メモ〉 

クリック

クリック

　入力した明細に基づ

き、共済基準額が入る。
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